
令和８年度   明章のやくそく 

坂井市立 明章小学校 

１ 服装、身なり 

(1)  登下校のとき 

 

(2) 授業をうけるとき 

     体操服を使用します。外で活動するときは、外履きを使用します。 

     体育の時は赤白の体操帽子を着用します。 

 

     ・内履き…学校指定のシューズ（白地に青ライン） 

     ・外履き…学校指定のシューズ（白地に白ライン） 

     ・くつ下…白、黒、紺（ワンポイント可） 

              くるぶしがかくれる長さから、ひざ下まで 

 

(３) その他 

・肩より長い髪は黒か茶、または紺色のゴムで結びます。 

・前髪は目にかからないようにします。 

・タイツ・スパッツを身に付ける場合は、黒とします。 

・すべての持ち物に記名します。 

 

２ 登下校について 

・学校にくる時刻（通年） ７：４５～７：５５（８時０５分始業） 

・集合時刻を守り、集団登校をします。（早く出発しないようにします。） 

・欠席、遅刻の場合は、家の人が班長や副班長などの登校班と学校に知らせます。 

・安全に気を付け、決められた通学路を通ります。 

・道路を渡るときは、班長の指示に従います。 

・集団下校をしない場合は、先生と班長に知らせます。 

３ 学校での生活 

  ・ろうか、階段は右側を歩きます。 

  ・あぶないところを見付けたり、物をこわしたりしたときは、先生に連絡します。 

4～５月 

１０～3月 

紺のブレザー 

カッターシャツ、ブラウス、ポロシャツのうちいずれか（全て白） 

半ズボン、長ズボン、つりスカートのうちいずれか（全て紺）  

紫ネクタイ、紫リボンのどちらか（ゴムかボタンをつける） 

６～９月 
カッターシャツ、ブラウス、ポロシャツのうちいずれか（全て白） 

半ズボン、長ズボン、つりスカートのうちいずれか（全て紺） 

※衣替え前後には、夏服・冬服どちらでもよい移行期間を設けます。 

 

鞄・履き物 

 

両肩に背負えるもので、教科書などを入れても変形しにくいもの（ランドセルなど） 

体操服入れは、手下げではなく、背負えるもの 

鞄も履き物も、高価なものや華美なものはさけます。 

歩きやすいシューズまたはスニーカー、長靴 



  ・ベランダや展望台、体育館ギャラリーには先生と一緒に行きます。 

・放送が入っているときは、口を閉じて静かに聞きます。 

  ・先生や友だちに、元気よくあいさつをします。お客さまにも元気な声であいさつをします。 

・けがや病気の時は、担任と養護の先生に連絡します。 

・清掃は口を閉じて時間いっぱいします。 

・給食当番は、学校の白衣、帽子、個人のマスクを着用します。 

  （給食当番が終わると、白衣を持って帰り、洗濯をして持って来ます。） 

・図書の本の貸し出し時間は、昼休み。貸し出し期間は、１週間。 

・不要な食べ物や不要な物（お土産など）を持ってきません。 

・持ち物に、キーホルダーなどの装飾品はつけません。 

 

 ４ 校外での生活（学校として考えていることです。家の人と話し合って行動しましょう。） 

  ・次のようなことは、やめましょう。 

 

 

 

 

 

 

  ・遊びや外出のときは、行き先を家の人に伝えて、暗くなる前に帰りましょう。 

・公共の乗り物を利用しての外出は、家の人と一緒に行きましょう。 

・神社、お寺、公園、公民館、児童館等は決まりを守って、大切に使用しましょう。 

  ・自転車に乗るときにはヘルメットをかぶりましょう。 

・自転車に乗れる範囲 

      １、２年･･･大人の人と地区の広場、  ３、４年･･･隣の地区、  ５、６年･･･校区内 

  ・次のような自転車の乗り方はあぶないのでしてはいけません。 

   【二人乗り  横ならび乗り  手ばなし  食べ乗り  雨や雪の中  夕ぐれ  雪道のとき】 

 

 

 

 

 

火遊び・用水近くや道路上での遊び 

子どもだけでの店への出入り・子どもだけで友だちの家に泊まること 

子どもだけで校区外へ出かけること 

子どもだけで、ゲームセンター・ゲームコーナーに行くこと 

おごり合い、物の交換、貸し借り 

他人に迷惑をかける行為 

 

【丸岡南中校下統一ルール＆スマートルール】 

○ゲームセンター(コーナー)へ子どもだけで出入りしない。 

○子どもだけで友だちの家に泊まらない。 

◎家族で休み中のインターネットやゲームについて話し合いましょう。 


